
 

 

働き方を見直して活躍社員を増やしませんか？ 
～ 10月４日（水）に「過重労働解消のためのセミナー」開催 ～ 

 

長時間労働・過重労働は、仕事と子育てなどの家庭生活の両立を困難にし、

少子化の原因や、女性のキャリア形成・男性の家庭参画を阻む原因となって  

おり、長時間労働を是正し、過重労働を解消することは、喫緊の課題となって

います。 

残業時間を減らして、長時間労働の是正・過重労働の解消を図ることは、  

労働の質を高め、多様なライフスタイルを可能にし、ひいては生産性の向上・

業績アップにつながります。 

そこで、長時間労働の是正・過重労働の解消のため「過重労働解消のための   

セミナー」を開催します。 

過重労働の解消を図るためには、各企業において自主的に、「長時間労働の

削減」「労働時間管理」「健康障害防止対策」といった取組を進めることが   

重要です。 

本セミナーでは、労働基準法を中心とした過重労働防止対策に必要な知識や

ノウハウについて、実際に取り組める事例の紹介などを盛り込み、詳しく解説

します。 
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【過重労働解消のためのセミナー（和歌山会場）概要】 

１ 日   時  平成29年10月４日（水） 14時～16時30分 

２ 場   所  和歌山県民文化会館（５階 大会議室） 

３ 受講対象者  事業主の方、企業の人事労務担当責任者の方など 

４ 内   容  過重労働の現状と過重労働防止に向けた対策、 

取組事例の紹介など 

（１）「過重労働」の現状と企業経営に与える影響 

（２）実施すべき取組と防止対策の具体例 

（３）過重労働対策に必要な「関係法令」 

（４）知っておくべき労働時間等に関する基準 

（５）陥りがちな違法行為 

（６）防止のための事業主等に求められる措置 
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